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費用が過大ではないか等の説明が求められます。次を目安に、複数の見積を徴取
するなど、経費の妥当性に心がけてください。



補助対象経費は収入を差し引いた額





中心市街地活性化区域の区域内

補助対象経費の合計額が１００万円を超えるものであること。
同一内容の事業については３回（１年度につき１回）を超えないものであること。



同一内容の事業については、３回を超えないこと。










